
 

令和４年度第１回柏市公設総合地方卸売市場運営審議会 

 

             日時 令和４年８月２５日（木） 

                午前１０時３０分から 

             場所 柏市公設市場 管理事務所２階 会議室 

 

 

＜次第＞ 

 

１ 開会（司会） 

 

２ 委嘱状の交付（あらかじめ委員の指定席に配布） 

 

３ 副市長挨拶 

 

４ 委員紹介（自己紹介） 

 

５ 会長等の選出 

 (1) 会長の選出 

   ～会長あいさつ～ 

 (2) 副会長の選出 

   ～副会長あいさつ～ 

 

６ 諮問について 

 

７ 議事 

 (1) 柏市公設市場の現状について 

 (2) 柏市公設総合地方卸売市場業務条例の改正について 

 

８ 閉会 



審 議 会 資 料 １  

 

柏 市 公 設 市 場 の 現 状 に つ い て  

 

【 業 況 等 に つ い て 】  

・ 市 場 を 経 由 し な い 流 通 の 影 響 で ， ピ ー ク 時 ５ ０ ０ 億 円 を 超 え る 取

扱 高 が あ っ た が ， 近 年 は ２ ５ ０ 億 円 を 下 回 っ て い ま す 。  

・ こ こ ２ 年 は ， 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 の 影 響 を 受 け ， 卸 ・ 仲

卸 ， 関 連 事 業 者 は 大 変 厳 し い 経 営 状 況 に 置 か れ て い ま す 。 一 部 に

は 景 気 持 ち 直 し の 動 き も 見 え ま す が ， 場 内 事 業 者 は 経 営 努 力 と 経

費 節 減 な ど の 取 り 組 み を 進 め て い ま す 。 （ 撤 退 ， 倒 産 等 の 報 告 は

な い 。 ）  

・ 賑 わ い を 生 む イ ベ ン ト な ど は 中 止 が 相 次 ぎ ， 視 察 ， 講 習 会 ， 意 見

交 換 の 場 す ら 設 け る こ と に 制 限 が あ り ま し た が ， 社 会 経 済 活 動 の

正 常 化 に 向 け た 動 き が 進 ん で い ま す 。  

 

【 整 備 計 画 の 進 捗 】  

・ 青 果 棟 耐 震 ， 花 き 棟 ， 立 体 駐 車 場 工 事 は 完 成 し た が ， 令 和 ３ 年 度

か ら 着 手 予 定 だ っ た 水 産 棟 の 建 替 え 工 事 は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の

影 響 や 今 後 の 経 営 の 見 通 し の 不 透 明 さ な ど か ら 事 業 を ス ト ッ プ し

て お り ， 計 画 の 見 直 し も 必 要 と な っ て い ま す 。  

・ 令 和 ２ 年 度 に 策 定 し た 経 営 戦 略 の 収 支 計 画 で は ， 整 備 計 画 通 り に

事 業 を 進 め る と 令 和 ７ 年 度 に は 収 支 が 赤 字 と な り ， 持 続 可 能 な 経

営 が 困 難 と な る な ど ， 整 備 計 画 の 見 直 し な ど も 必 要 と な っ て い ま

す 。  

 

【 今 年 度 の プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 に つ い て 】  

・ 公 設 市 場 の 活 性 化 と 地 域 の 振 興 を 目 的 に 公 設 市 場 に 併 設 し た 道 の

駅 の 可 能 性 調 査 を 実 施 し ま す 。 第 一 に 公 設 市 場 の 活 性 化 を 目 指

し ， そ の 方 策 と し て 道 の 駅 な ど の 地 域 振 興 施 設 の 実 現 可 能 性 を 検

証 し ， 今 後 の 目 指 す べ き 公 設 市 場 の あ り 方 や 整 備 計 画 を 含 め て 検

討 を 進 め て ま す 。  

 



柏市公設総合地方卸売市場業務条例の改正について

柏市 経済産業部 公設市場

令和４年度第１回
柏市公設総合地方卸売市場運営審議会
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審議会資料２



１ 柏市公設総合地方卸売市場運営審議会への諮問

【根拠】
柏市公設総合地方卸売市場運営審議会条例第２条において，審議会

は，市⾧からの諮問により，公設市場の運営に関する事項，柏市公設
総合地方卸売市場業務条例（以下「業務条例」という。）に規定する
事項の変更に関する事項を調査審議することとされている。

【諮問内容】
柏市公設総合地方卸売市場業務条例の一部改正について（諮問）
①業務条例に規定されている事項のうち，業者専用駐車場の使用料の
区分（普通車，中型車，大型車）を新設し，使用料を改定する。
②使用料の種別に時間貸し駐車場を新設する。
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２ 運営審議会の概要等
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【諮問理由】
・場内駐車料金については，使用区分が現状に合致していないこと。また，料金を支
払わずに無断で駐車する不正駐車が横行しており，市場関係者からもその適正利用
，ゲートの導入等，料金徴収を含めた適正管理が強く求められている。

・また，同時に現在の駐車料金は近隣相場から著しく乖離した減免が行われており，
管理強化と合わせて駐車料金の適正化を図る必要がある。

【概要】
・審議会は，学識経験者，市場関係事業者，生産者，消費者から構成され，市⾧から
の諮問により，公設市場の運営に関する事項，業務条例に規定する事項の変更に関
する事項を調査審議する。

・過去には，整備の在り方の答申として新たな場所に移転し整備することが有効の答
申を頂いたほか，経営展望，卸売市場法の改正に係る市条例の改正などについて諮
問を行い，答申を得ている。



３ 現状・課題，目的
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【業務条例改正の目的】
・新たな車両区分を設け，不正利用を防止し，占有する面積を考慮した
料金体系として公平な負担を求める
・市場内の適切な管理運営を行うとともに，持続可能な収支計画を目指
す

【現状・課題】
・不正駐車が多く，利用者に不公平感がある
・今までは車両の区分はなく，乗用車も大型トラックも同一料金となっ
ている
・業者専用駐車場の使用料については，近隣の相場に比べ賃料が安く，
受益者負担の原則から外れている
・公設市場の収支計画の面から歳入増加，歳出抑制が求められている
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４ 改定内容①
業者専用駐車場の区分の新設

警察庁が所管する道路交通法及び自動車を運転することができる種類で
区分

区分 車両総重量 最大積載量 乗車定員

普通車 ３．５ｔ未満 ２ｔ未満 １１人未満

中型車 ３．５ｔ以上１１ｔ未満 ２ｔ以上６．５ｔ未満 １１人以上３０人未満

大型車 １１t以上 ６．５ｔ以上 ３０人以上
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・現状は全て，１カ月 ５，５００円

・普通車は，１カ月 ５，５００円
・中型車は，１カ月 ８，２５０円
・大型車は，１カ月１１，０００円

（普通車5,000円，中型車7,500円，大型車10,000円に消費税）

・施設使用料は条例の範囲内で規則で定めるものとなっている。
規則で５，５００円を２，７５０円としている。（近隣の相場，受益

者負担の原則から外れる）

４ 改定内容②
業者専用駐車場の料金の改定



区 分

年 度

普通車 中型車 大型車

現状
～令和４年度

２，７５０円
（税抜き２，５００円）

２，７５０円
（税抜き２，５００円）

２，７５０円
（税抜き２，５００円）

１年目
令和５年４月～

３，８５０円
（税抜き３，５００円）
前年比＋１，１００円

４，９５０円
（税抜き４，５００円）
前年比+２，２００円

６，０５０円
（税抜き５，５００円）
前年比＋３，３００円

２年目
令和６年４月～

４，９５０円
（税抜き４，５００円）
前年比＋１，１００円

６，６００円
（税抜き６，０００円）
前年比＋１，６５０円

８，８００円
（税抜き８，０００円）
前年比＋２，７５０円

３年目
令和７年４月～

５，５００円
（税抜き５，０００円）
前年比＋５５０円

８，２５０円
（税抜き７，５００円）
前年比+１，６５０円

１１，０００円
（税抜き１０，０００円）
前年比＋２，２００円

４ 改定内容③
業者専用駐車場の料金（使用料の急激な負担増を緩和するた
め規則に基づく段階的な運用）



４ 改定内容④
時間貸し駐車場種別の新設

・場内事業者向けの月額の駐車場の種別しかなく，近隣住民，柏の葉キャ
ンパス駅利用者などの不正利用も多く，お客様駐車場を圧迫し市場業務に
支障をきたしている
・許可証などを発行しているが，出入庫管理は人的管理のため限界がある
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新たに時間貸し駐車場の種別区分を設け，入退場門をゲート化すること
により，時間単位で料金を徴収し，不正利用を防止し，歳入増収を図る

※ ただし，場内業者の利用実態等を踏まえ，規則により２時間は無料
とし，３０分あたり１００円程度の使用料とする。



５ 条例改正の効果，施行期日
（審議会の答申が得られ，市の目指す方針が認められた場合）
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【施行期日】

令和５年４月１日

【効果】

・駐車場の適正管理と適正利用
・駐車場利用者の負担の公平化
・公設市場の持続可能な適正経営


